
令 和 ６年 10 月 ２４日 
四国地方整備局建政部 
計 画 ・ 建 設 産 業 課 

「建設業法令遵守講習会」を開催します 
～建設業の元請・下請ルールおよび改正建設業法～ 

１．講習内容（予定）

建設業のコンプライアンス強化の取組を支援している「(公財)建設業適正取引推進機構」

が適正取引について説明、さらに四国地方整備局より改正建設業法について説明します。 

（１）建設業の適正取引に向けて ～実際のトラブル事例を踏まえて～ 

（２）改正建設業法について 

２．会場及び申込

※参加費は無料ですので、下記回答フォームより事前にお申し込みください。 

開催日時  令和６年１２月１０日（火） 14:00～ 
開催場所  【Web開催】 

 https://forms.office.com/r/hRWcyqE1r1 
※申込期限 令和６年１２月３日（火） １７：００ 

問い合わせ先（◎：主な問い合わせ先） 

  四国地方整備局 建政部  

計画・建設産業課 TEL:087-811-8314（直通） 
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参加費無料 


